
当院では、全国的な新型コロナ
ウイルス感染症の急増を受け、面会制限
をさらに強化しています。
入院患者さん・ご家族のみなさまには、
状況をご理解いただき、ご協力をお願い
いたします。

【訪問基準】

• 面会の禁止を徹底し、原則、病状説明、手術当日など
当院からの要請や特定の理由についてのみ訪問を許
可する。

• 訪問時間は午後３時から午後７時までとする。

• 療養生活に必要な物を届ける場合であっても週１～
２回までとし、物品の受け渡しにあたっては、当院の
スタッフが代理で受領する。

• 感染状況を考慮し、当面の期間実施する。
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